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 〇まちづくりの方針Ａ  

 私たちは「独自の歴史・文化を活かし、多様な交流と満足を生み出すまち」をめざします 

 

 基本施策Ａ１ 地域の個性を守り、活かし、伝えます  

 ・Ａ１-１ 歴史文化遺産を市民の誇りとして保存・継承し、有効活用を図ります 

 ・Ａ１-２ 歴史文化に対する市民意識を高め、その魅力を発信します 

 ・Ａ１-３ 地域の景観や自然などの個性を守り、みがき、活かします 

   

 

 〇まちづくりの方針Ｇ  

 私たちは「未来を創る人を育み、だれもが学び、楽しみ続けられるまち」をめざします 

 

 基本施策Ｇ１ 長崎のまちを愛し、新たな時代を生き抜く子どもを育みます  

 ・Ｇ１-１ 「確かな学力」の向上を図ります 

 ・Ｇ１-２ 健やかな心と体を育成します 

 ・Ｇ１-３ 家庭・学校・地域の連携による教育の充実を図ります 

 ・Ｇ１-４ 安全・安心に学べる教育環境を整備します 

 

 基本施策Ｇ２ だれもが生涯を通じていきいきと学べる社会をつくります 

 ・Ｇ２-１ 学びの場と機会の充実を図ります 

 ・Ｇ２-２ 能力や経験が社会に活かされる仕組みをつくります 

  

 基本施策Ｇ３ スポーツ・レクリエーションの振興を図ります 

 ・Ｇ３-１ スポーツ・レクリエーションをする場と機会の充実を図ります 



 

 ・Ｇ３-２ スポーツをみる機会の創出と競技者の支援を図ります 

 

 基本施策Ｇ４ 芸術文化あふれる暮らしを創出します 

 ・Ｇ４-１ 芸術文化に触れる機会を創出します 

 ・Ｇ４-２ 市民の自主的な芸術文化活動の活性化を図ります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

長崎市教育委員会では、教育基本法の改正に合わせ、平成１８年１２月に「長崎市教育振

興計画」を策定しました。 

その後、平成２５年６月には、教育を取り巻く社会の状況を踏まえ、国で第二期教育振興

基本計画が、平成２６年２月には長崎県で第二期教育振興基本計画が策定されました。この

状況を考慮し、長崎市教育委員会では、「長崎市教育振興計画」の理念や基本的な考え方を

継承し、長崎市のまちづくりの方針である「長崎市第四次総合計画」の前期基本計画の教育

振興に関する分野を抽出した「第２次長崎市教育振興基本計画」を「長崎市教育振興計画」

の後継として平成２６年２月に策定しました。平成２８年３月には「長崎市第四次総合計画」

の前期基本計画から後期基本計画への変更に合わせ、後期基本計画の教育分野を基にした

「第３次長崎市教育振興基本計画」を策定し、教育活動の実践に努めてまいりました。 

そしてこのたび、令和４年３月の「長崎市第五次総合計画」の前期基本計画策定に合わせ、

長崎市の教育に関する成果や課題を整理し、教育行政を総合的かつ計画的に推進するため、

「第４次長崎市教育振興基本計画」を策定しました。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、教育基本法第１７条第１項に基づき策定された国の教育振興基本計画を参酌し、 

長崎市第五次総合計画との整合性を図りながら、本市の教育振興のための施策に関する基

本計画として位置づけます。 

 

 

第１章 第４次教育振興基本計画策定について 
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長崎市第五次総合計画  前期基本計画  
（令和４年度～令和７年度） 

 

 

３ 計画の体系図 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 の 振 興 に 関 す る 分 野  

 

【長崎市】教育振興基本計画 
第４次：令和４年度～令和７年度 

長崎市教育大綱 

 

【長崎市】教育方針 
令和４年度～令和７年度 

 長崎市の教育は、学校・家庭・地域が一体となって、

長崎のまちを愛し未来を担う子どもたちの育成をめざす

とともに、だれもが生涯を通じていきいきと学び、楽し

み続けられる社会の実現に努める。 

 とくに、本市がめざす将来の都市像「個性輝く世界都

市」、「希望あふれる人間都市」の実現に向け、長崎市独

自の歴史・文化を活かし、平和を求め、多様性を認め合

う、国際性豊かな市民の育成に努める。 

【国】教育振興基本計画 

参酌 連動 

抽出 

連動 
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４ 施策の体系図 

（第五次総合計画前期基本計画における教育の振興に関する分野の抜粋）  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3-1 スポーツ・レクリエーションをする場

と機会の充実を図ります 

G3-2 スポーツをみる機会の創出と競技者の

支援を図ります 

G4-1芸術文化に触れる機会を創出します 

G4-2 市民の自主的な芸術文化活動の活性化

を図ります 

A1-1 歴史文化遺産を市民の誇りとして保

存・継承し、有効活用を図ります 

A1-2 歴史文化に対する市民意識を高め、そ

の魅力を発信します 

A1-3 地域の景観や自然など個性を守り、み

がき、活かします 

G1-1 「確かな学力」の向上を図ります 

G1-2 健やかな心と体を育成します 

G1-3家庭・学校・地域の連携による教育の充

実を図ります 

G1-4 安全・安心に学べる教育環境を整備し

ます 

G2-1 学びの場と機会の充実を図ります 

G2-２ 能力や経験が社会に活かされる仕組

みをつくります 

芸術文化あふれる 

暮らしを創出しま 

す 

G4【芸術文化】 

基 本 施 策 

 

地域の個性を守り、 

活かし、伝えます 

個 別 施 策 

A1【歴史・文化遺産】 

長崎のまちを愛し、 

新たな時代を生き 

抜く子どもを育み 

ます 

だれもが生涯を通 

じていきいきと学 

べる社会をつくり 

ます 

G1【学校教育】 

G2【社会教育】 

スポーツ・レクリ 

エーションの振 

興を図ります 

G3【スポーツ】 
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５ 計画期間 

計画期間は、長崎市第五次総合計画前期基本計画との整合性を確保するため、前期基本計

画の計画期間とあわせて、令和４年度から令和７年度までの４年間とします。 

 

 

 

 

                   

 

 

６ 計画の進行管理 

本計画に沿った各施策や事業については、ＰＤＣＡサイクルに基づき、計画的に実施し、

進捗状況にあたっては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条による点検・評

価を活用します。 

 

第四次総合計画 

（後期基本計画） 

（H28 年度～ 

R03年度） 

 

H18 
（2006） 

H23 
（2011） 

 

 

H26 
（2014） 

 

 

H28 
（2016） 
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R04 
（2022） 

 

 

8 

R07 
（2025） 
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第四次総合計画 

（前期基本計画） 

（H23 年度～ 

H27年度） 

第２次 

教育振

興基本

計画 

(H26年

度～H27

年度) 

 

第３次 

教育振興基本計画 

（H28 年度～ 

R03年度） 

 

第五次総合計画 

（前期基本計画） 

（R04 年度～ 

R07年度） 

 

第４次 

教育振興基本計画 

（R04 年度～ 

R07年度） 

 

教育振興計画 

（H18 年度～H25年度） 

R08 
（2026） 
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